
災害危険区域について

地方公共団体は、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定し、住居の用に供する建
築の禁止等、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを当該条例で定めることができる。

制度の内容

指定の推移

建築基準法第３９条

※指定理由は急傾斜地崩壊が太宗を占めている

地方公共団体が条例で指定

根拠条文 指定権者

●静岡県建築基準条例（抄）

(指定)
第3条 法第39条第1項の規定により災害危険区域として指定する区域は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域
(2) 前号に掲げる区域のほか、津波、高潮、出水等により危険が生ずるおそれのある区域のうち、

知事が指定する区域
(建築の制限)
第4条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならない。ただし、当該建築

物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定
する急傾斜地崩壊防止工事等の施行により、知事ががけ崩れ等による被害を受けるおそれがないと認め
る場合は、この限りでない。

条例の例

※既存建築物の存続自体を禁ずるものではない。
※砂防事業や防波機能の整備等により危険が除去された場合には区域の解除可能。
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【急傾斜地崩壊による指定の例】

災害危険区域

区域内の建築物数区域内面積
（ﾍｸﾀｰﾙ）

指定箇所数
（箇所）

指定理由
計（棟）非住宅（棟）うち既存不適（棟）住宅（棟）

292，06826,92977,680272,13930，1161８,697 土砂災害（※1）

118,35041,50022076,85022，6873,310津波・高潮

4,1841,3115992,8737,559484氾濫（外水・内水）

0 00 0 67 11 その他(※2)

421,60269,74078,499351,86260，42922,502計

※１ がけ崩れ・地すべり・土
石流などを総称。

※２ 「その他」には地盤変動、
泥流、噴石などがある。

（令和6年４月１日現在）


